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開会 午前１０時０１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） ただいまから、令和元年第８回湯前町議会臨時会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。 

本臨時会の説明員は、各執行機関代表及び委任された説明員として課長職及び各課職

員が通知されています。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（倉本 豊君） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、山下議員、遠坂

議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（倉本 豊君） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第３３号 工事請負契約の締結について  

○議長（倉本 豊君） 日程第３、議案第３３号、「工事請負契約の締結について」を

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（長谷和人君） おはようございます。お世話になります。それでは、議案第３

３号について、提案理由の説明を申し上げます。 

湯楽里空調設備改修工事について、工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９

６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

詳細につきましては、課長に説明をさせます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） 湯楽里空調設備改修工事について、議案のご説明を申

し上げます。 

まず１番目、契約の目的としましては、今申し上げました改修工事に伴うものでござ

います。契約の方法につきましては、指名競争入札、契約の金額、８，２４８万６，８

００円となります。契約の相手方につきましては、去る８月２３日に入札を行いまして、
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落札されておりまして、熊本県人吉市西間上町２４７９番地１、丸昭建設株式会社代表

取締役松村陽一郎様でございます。この工事につきましては、今般の大規模改修に伴い

ます空調工事のみについてでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。 

○５番（味岡 恭君） 一般競争で落札されたということでございますが、この指名業

者等についてお知らせいただければと思います。すみません。指名競争入札による業者

名をお願いいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） それではお答えさせていただきます。 

まず、株式会社九電工人吉営業所様、飯塚電気工業株式会社人吉営業所、敬称は省略

させていただきます。株式会社大和冷機、株式会社尾前電気設備、共生電設株式会社、

白鷺電気工業株式会社人吉営業所、青木建設株式会社湯前営業所、人吉電気工事株式会

社、丸昭建設株式会社、これが落札者でございます。株式会社球磨電設、失礼しました。

株式会社球磨設備でございます。合計１０社となります。 

○５番（味岡 恭君） 丸昭建設さんが落札された落札率についてお尋ねをいたします。 

○企画観光課長（本山りか君） ９１．８パーセントとなっております。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第３３号、「工事請負契約の締結について」を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第３３号は、原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第３４号 令和元年度湯前町一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（倉本 豊君） 日程第４、議案第３４号、「令和元年度湯前町一般会計補正予

算（第３号）について」を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（長谷和人君） 議案第３４号、令和元年度湯前町一般会計補正予算（第３号）

の提案理由の説明を申し上げます。 

一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４，

４８５万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３２億２，１９４万７，０００
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円とするものでございます。 

主な補正予算の内容は、湯楽里・グリーンパレスの施設改修工事、７月の梅雨前線大

雨による農地災害と林道災害の測量設計費、併せまして河川災害復旧工事等を補正する

ものでございます。 

詳細につきましては、課長に説明をさせます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務課長（高橋 誠君） 一般会計補正予算（第３号）の主な内容についてご説明い

たします。議案書の事項別明細書の歳出１０ページをご覧ください。 

款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費の需用費１万１，０００円、役務

費の通信費４万２，０００円、委託料の子ども医療システム対応委託料１９万５，００

０円についてでございます。それぞれ６月議会定例会でご承認いただいた、子ども医療

費の無償化対象年齢を中学３年生から高校３年生まで引き上げた改正に伴う事務経費で

ございまして、対象世帯への通知、医療機関への通知、そして電算システムの改修が必

要となったためでございます。 

次に、款６商工費、項１商工費、目３観光費、工事請負費で湯楽里・グリーンパレス

施設改修工事２億３，１４５万円は、湯楽里施設の経年的な老朽化による修繕に対応さ

せていただきたく、改修工事の補正をお願いするものでございます。 

別冊で議案説明資料を用意しておりますが、１ページから３ページを併せてご覧いた

だきたいと思います。その中で、２ページでございますが、まず湯楽里建築改修工事の

一式の中の湯楽里本館については、湯楽里棟のサウナ室改修、電気風呂増設、脱衣所床

面などの修繕などを計画してございます。管理棟については、厨房の改修など、そして

客室の室内改装、コテージ・吊り橋の改修も計画してございます。合宿棟・湯楽里電気

棟については、屋上防水工事、受水槽の塗装、湯楽里玄関前及び駐車場舗装修繕工事、

本館及び外灯のＬＥＤ照明への改修をそれぞれ行うこととし、湯楽里機械室・泉源ポン

プの機械、配管、制御盤、揚湯ポンプの主要な機器の改修工事を行うこととしてござい

ます。今後、施設利用者、来館者、宿泊者の方が快適に滞在でき、より以上に誘客を図

ることができるものと考えております。 

なお、今申し上げました湯楽里の改修工事の財源は、歳入のほうで計上しております

が、町債、拠点施設整備債に過疎債を充てるところでございます。 

次に、款１０災害復旧費、目１農地災害復旧費、潮山農地災害復旧工事測量設計業務

委託料３０万円は、先の７月１３日から１４日にかけての梅雨前線大雨による災害のも

ので、議案説明資料の４ページの写真のとおり、ぶどう園の法面崩落災害がございまし

たので、この復旧に要する工事費の積算のための委託料を計上いたしております。 

同じく、目３の林業用施設災害復旧費の林道災害復旧工事測量設計業務委託料のほう

も、梅雨前線大雨による災害によるのもので、議案説明資料の５ページの位置図のほう
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でございますが、図面番号②の林道宮の谷線、③の林道牧良線、この２つの林道が７ペ

ージ、８ページの写真のとおり崩落しておりますので、この災害復旧に要する工事費積

算のための委託料を計上いたしております。 

同じく、項２の公共土木施設災害復旧費のほうでございます。河川災害ですけども、

浅巻谷川災害復旧工事１８５万９，０００円も大雨による災害によるもので、議案説明

資料の９ページの平面図、１０ページ、１１ページの写真のとおり、浅巻谷川の越流に

よる湯前木材センターへの土砂流入の災害がございましたので、これに要する大型土嚢

敷設の応急的な対応工事、そして今後、構造物を入れる等の復旧工事を予定しておりま

すので、その工事費を計上しております。 

次に、歳入のほうの説明でございますが、９ページをご覧いただきたいと思います。

今回の補正財源として、町債、拠点施設整備債の過疎債を充てるところですが、当初予

算で計上していた一般財源充当の設計管理費関係の予算のほうも、過疎債の充当事業と

して可能となりますことから、一般財源分の繰越金での調整を行い、更正減額、財源更

正を行っております。 

次に、６ページをご覧ください。第２表、地方債補正の変更でございます。今回の補

正予算で、先ほど説明しました拠点施設整備債について、限度額の変更の補正を行うも

のでございます。これにより町債の合計が、４億４，１３０万６，０００円となるもの

でございます。 

 以上、説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（倉本 豊君） これから質疑を行います。 

○２番（椎葉弘樹君） １０ページの湯楽里・グリーンパレス施設改修工事について伺

います。８月２２日の全員協議会での再確認になります。湯楽里の中期経営方針は、令

和２年までの３ヶ年で策定されています。その中で、個室の改修もしくは増設も併せて

検討することが課題となっております。 

そこで町長に伺います。湯楽里の個室は、どのような方針になったのでしょうか。 

○企画観光課長（本山りか君） はい、個室の増築等につきましては、先ほど議員おっ

しゃいましたとおり、中期経営方針の中で示されておりました。これにつきましても、

取締役会におきまして、私たちもちょっと参加させていただきました中で検討がなされ

たところですが、その内容につきましては、一応この課題がございますということで、

何とか解消できないかということで、検討がなされております。 

ただし、結果につきましては、一応、改修と増築については今回の大規模改修には含

めないというところで結論が見いだされております。その理由につきましては、一応増

築等を行った場合、これにつきましては、やはりスタッフの増員が必要となってくると

いうことが一つございます。スタッフの増員をすれば良いじゃないかというお話なんで
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すが、ご承知のとおり、今般、近年におきまして雇用スタッフの確保というのもかなり

難しいということもございますし、今回の大規模改修の優先順位からすると、その課題

解決は残るものの、課題は残るものの、今回はその優先順位の高い、先ほどからご可決

をいただきました空調設備なり、照明設備なり、それから機械室の整備なり、そういっ

たところが優先順位に回るということで、結論が出されたところでございます。 

○２番（椎葉弘樹君） それでは町長に伺います。優先順位的に今回は、老朽化した施

設の改修ということになっております。 

ただ、この課題については、平成３０年度以前から指摘をされていた部分であります。

今後の湯楽里の個室の対応方針については、町長としてどのようにお考えでしょうか。 

○町長（長谷和人君） 前回のときに、椎葉議員からもそのお話がございまして、宿泊

棟の稼働率というのが、非常に悪いというふうなお話でございましたので、この中で個

室の部分についての改築なり増築ですかね、そこらへんの検討というふうなことでござ

いましたので、先ほど本山課長のほうから説明したところでございますが、その中で、

ちょっと取締役会で出てきて参りましたのが、実はコテージ、それからゲストハウスの

いわゆる稼働率が低いという部分がございましたので、一番お盆とかお正月のときには

ちょっと別にいたしまして、お一人、ビジネスの方々が素泊まりで、例えば朝食付とか

というのがございますので、この際につきましては、ホテルのほうの部分が満室の場合

に限ってでございますけども、コテージなり、ゲストハウスを、一人なり二人の料金体

系で組み直すことができないかというふうなお話も実はしていただきましたので、その

部分を含めまして、先ほどのお話がございますように、この中期経営方針の中で、検討

を行うというかたちになっておりますので、今後、先ほど私が説明しました内容で、場

合によっては、この湯楽里の部分の条例改正等も必要になってくると、例規の整備も必

要になってくるかなというふうに思っておりますので、そこらへんも含めて今後の検討

課題にさせて、取締役会の中で更に議論を深めさせていただきまして、その対応をさせ

ていただければというふうに思っているところでございます。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

○８番（黒木喜巳男君） 林道の災害復旧の設計委託料について、ちょっとお尋ねした

いと思います。１，１００万円ということは結構高額な金額でございますが、どのよう

な内容でしょうか。 

○農林振興課長（稲森一彦君） 林道災害につきましては１，１００万円、これは２か

所の林道の災害復旧になります。 

一本が宮の谷線、内訳としまして、宮の谷線につきましては、８００万円ほど計画し

ています。宮の谷線につきましては、地形とか、地形の中に川から道路までの高さ等と

か、地盤条件等がございます。復旧の方法としましては、今考えておりますのが大型ブ
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ロック又は擁壁等も一部発生するのかというふうに思っております。大型ブロック等に

つきましては、設計をする際に地質調査が必要になってきますので、この部分の調査費

も見ておりまして８００万円。牧良線につきましては、通常の測量と設計、中心線、縦

断、横断となりまして、こちら牧良線につきましては３００万円ほどで、合計の１，１

００万円というところで予算をお願いしているところでございます。 

○８番（黒木喜巳男君） 私も地質のほうが入っておるからそういう金額になったのだ

ろうと思っておりましたが、分かりました。 

○議長（倉本 豊君） ほかにありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第３４号、「令和元年度湯前町一般会計補正予算（第３号）について」

を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（倉本 豊君） 起立全員。したがって、議案第３４号は、原案のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議会運営員会の閉会中の継続調査申し出について 

○議長（倉本 豊君） 日程第５、「議会運営員会の閉会中の継続調査申し出について」

を議題とします。議会運営委員長から会議規則第７４条の規定によってお手元に配りま

した次の議会の会期、会期日程等の議会運営の基本に関する事項、及び前項以外の議長

の諮問にかかる事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） 以上で全ての議案審議は終了しましたが、ここでお諮りします。

本臨時会の会議録調製に際し、発言趣旨に変更が及ばない範囲で、字句の整理を議長に

一任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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［「異議なし」の声あり］ 

○議長（倉本 豊君） 異議なしと認めます。よって、発言趣旨に変更が及ばない範囲

で、字句の整理を議長に一任することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉本 豊君） これで、令和元年第８回湯前町議会臨時会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時２３分 
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